
恩納村宿泊税条例施行規則をここに公布する。 

 

  令和 ８年 ３月 ３１日 

 

恩納村長 長浜 善巳 

 

恩納村規則 

 

恩納村宿泊税条例施行規則 

 

(趣旨)  

第１条 この規則は、恩納村宿泊税条例(令和７年恩納村条例第１９号。以下「条例」

という。) の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例に

よる。 

 

（宿泊料金）  

第３条 条例第２条第５号の宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定め

るものは、宿泊者が宿泊施設の宿泊に関して支払うべき金額(当該宿泊に対する宿

泊補助金、宿泊助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿

泊に関して支払うべき金額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額とする。 

（１） 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これ

らに類する行為の対価に相当する額 

（２） 消費税、地方消費税、入湯税その他の税に相当する額 

（３） 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額 

（４） 前３号に掲げるもののほか、村長がこれらに準ずるものと認めるものに相

当する額 

 

（課税免除） 

第４条  条例第５条第１号の規則で定める教育活動は、次に掲げるものとする。 

（１） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５４条第３項に規定する高等学

校の通信制の課程（中等教育学校の後期課程の通信制の課程を含む。）において行

う面接指導 

（２） 条例第５条第１号で定める学校（以下この条において「学校」という。）が

計画し、かつ、実施する修学旅行、林間学校、臨海学校その他これらに相当する

学校行事 

（３）  学校の校長（園長を含む。以下この号において同じ。）が当該校長の定め



るところにより設立を承認した団体で、当該学校の教員又は職員が顧問として置

かれているものが実施する課外活動 

（４） 前３号に定めるもののほか、学校が計画し、かつ、実施する課外活動で、

当該学校を代表して大会へ参加するもの 

２ 条例第５条第２号の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。 

（１） 地方公共団体 

（２） 公益財団法人日本スポーツ協会又は当該協会に直接若しくは間接に加入し

ている団体（次号に掲げる団体を除く。） 

（３） 公益財団法人日本中学校体育連盟、九州中学校体育連盟又は沖縄県中学校

体育連盟若しくは当該団体に加入する団体 

（４） 前各号に掲げるもののほか、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社

団法人（非営利型法人（法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第９号の２

に掲げる非営利型法人をいう。以下この号において同じ。）に該当する場合に限

る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当する場合に限る。）、特定非営利

活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法

人又はこれらの法人に直接に加入している法人税法第２条第８号に掲げる人格

のない社団等（スポーツに係る活動を行っている団体を除く。） 

３ 条例第５条第２号の規則で定める者は、大会に参加する団体の代表者又は大会に

個人で参加する者の指導者とする。 

４ 条例第５条第１号の規定の適用を受けようとする者は、宿泊施設の宿泊税の特別

徴収義務者（以下「特別徴収義務者」という。）に、学校の教育活動であることの証

明書を提出しなければならない。 

５ 条例第５条第２号の規定の適用を受けようとする者は、宿泊施設の特別徴収義務

者に、日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証

明書を提出しなければならない。 

６ 前項に規定する証明書には、大会を主催する団体が発行する宿泊税課税免除申

請に係る大会通知書を添付しなければならない。 

 

（特別徴収義務者の指定の通知） 

第５条 村長は、条例第９条第２項の規定により特別徴収義務者を指定したときは、

宿泊税特別徴収義務者指定通知書（様式第１号）により、当該特別徴収義務者に通

知するものとする。 

 

（特別徴収義務者の登録等） 

第６条 条例第１０条第１項に規定する申請書は、次に掲げる事項を記載した宿泊税

特別徴収義務者登録申請書(様式第２号)とする。 

（１） 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において



同じ。）又は法人番号（同条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号にお

いて同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若

しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

（２） 宿泊施設の所在地及び名称 

（３） 客室数その他設備の概要  

（４） 経営開始年月日（申請書を提出する日において経営を開始しようとする場

合にあっては、経営開始予定年月日） 

（５） 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項 

２ 条例第１０条第２項の規則で定める証票は、宿泊税特別徴収義務者証(様式第３

号)とする。 

３ 条例第１０条第５項の規定による届出は、宿泊税特別徴収義務者異動届出書(様

式第４号)により行うものとする。 

４ 条例第１０条第６項から第８項までの規定による届出は、宿泊施設営業休止・再

開・廃止届出書 (様式第５号)により行うものとする。 

 

（証票の再交付） 

第７条 条例第１０条第２項に規定する宿泊税特別徴収義務者証票の交付を受けた

者が当該証票を亡失し、又はき損した場合には、直ちに宿泊税特別徴収義務者証再

交付申請書（第６号様式）を村長に提出しなければならない。この場合において、

その申請がき損によるものである場合には、当該証票を添付しなければならない。 

 

（納税管理人の申告等） 

第８条 条例第１１条第１項の規定による納税管理人に係る申告又は承認申請は、宿

泊税納税管理人申告書・承認申請書(様式第７号)により行うものとする。 

２ 村長は、前項の規定による承認申請があったときは、その承認又は不承認を決定

し、宿泊税納税管理人承認・不承認通知書(様式第８号)によりその旨を当該特別徴

収義務者に通知する。 

３ 条例第１１条第２項に規定による認定の申請は、宿泊税納税管理人選任免除認定

申請書(様式第９号)により、異動の届出は宿泊税特別徴収義務者異動申告書（様式

第４号）により行うものとする。 

４ 村長は、前項の規定による申請があったときは、その認定又は不認定を決定し、

宿泊税納税管理人選任免除認定・不認定通知書(様式第１０号)によりその旨を当該

特別徴収義務者に通知するものとする。 

 

（申告納入の方法） 

第９条 条例第１２条第１項の規定による宿泊税の申告及び納入は、宿泊施設ごとに

宿泊税納入申告書（様式第１１号）及び宿泊税納入書（様式第１２号）により行う

ものとする。 

 



（申告納入期限の特例の要件等） 

第１０条 条例第１２条第２項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当す

ることとする。 

（１） 条例第１２条第２項の適用を受けようとする年度（４月１日から翌年３月

３１日までをいい、次項において「適用年度」という。）の初日の属する年（以下

この条において「適用年」という。）の前々年１２月から前年１１月までの宿泊に

係る当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額を１２で除して得た

額が３０万円以下であること。 

（２） 特別徴収義務者が、申告納入に係る宿泊施設について旅館業法（昭和２３

年法律第１３８号）第３条第１項の規定による許可を受け、又は住宅宿泊事業法

（平成２９年法律第６５号）第３条第１項の規定による届出を行ってから１年を

経過し、かつ、特別徴収義務者となってから３月（特別徴収義務者となった日以

後の日数が１月に満たない月を除く。）を経過していること。 

（３） 条例第１２条第４項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、そ

の取消しの日から１年を経過していること。 

（４） 適用年の前年の１月１日以後において、宿泊税に係る過少申告加算金、不

申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に

行われていると認められること。 

（５） 適用年の前年の１月１日以後において、村税に係る徴収金を滞納していな

いこと。 

（６） 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障

がないと認められること。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、適用年の前々年１２月１日後に特別徴収義務者となっ

た者が条例第１２条第２項の指定を受けようとする場合に満たすべき同項の規則

で定める要件は、前項第２号から第６号までに掲げるもののほか、次の各号に掲げ

る者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 

（１） 条例第１２条第２項の適用を初めて受けようとする者は次項の申請書を提出

した日の属する月の前３月間の宿泊に係る当該宿泊施設における宿泊税の納入す

べき金額の合計額を３で除して得た額が３０万円以下であること。 

（２） 適用年度の前年度に条例第１２条第２項の適用を受けた者は特別徴収義務者

となった日の属する月（当該月が特別徴収義務者となった日以後の日数が１月に満

たない月の場合はその翌月。以下この号において同じ。）から適用年の前年１１月

までの宿泊に係る当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額を特別

徴収義務者となった日の属する月から適用年の１１月までの間の月数で除して得

た額が３０万円以下であること。 

 

３ 条例第１２第２項の規定による承認を受けようとする者は、宿泊税納入申告書の

提出期限等の特例承認申請書（様式第１３号）を村長に提出しなければならない。 



４ 村長は、前項の規定による申請があったときは、その承認又は不承認を決定し、

宿泊税納入申告書の提出期限等の特例適用者承認・不承認通知書（様式第１４号）

によりその旨を当該申請者に通知する。 

５ 村長は、条例第１２条第４項の規定による指定の取消しをしたときは、宿泊税納

入申告書の提出期限等の特例適用者承認取消通知書（様式第１５号）により行う。 

 

（更正及び決定の通知等） 

第１１条 条例第１３条第１項の規定による通知は、宿泊税更正・決定通知書（様式

第１６号）により行うものとする。 

 

（徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等） 

第１２条 条例第１５条第１項の規定による宿泊税額に相当する額の還付又は宿泊

税額の納入義務の免除の申請は、徴収不能額等の還付又は納入義務の免除申請書

（様式第１７号）により行うものとする。 

２ 条例第１５条第３項の規定による特別徴収義務者への通知は、徴収不能額等の還

付又は納入義務の免除決定通知書（様式第１８号）により行うものとする。 

 

 

（帳簿及び書類の電磁的記録による保存等） 

第１３条 条例第１７条に規定する関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録の備付

け及び保存又は条例第１８条に規定する関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録

の電子計算機出力マイクロフィルムの備付け及び保存をしようとする特別徴収義

務者は、この規則に定めるもののほか、地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下この条において「施行規則」という。）第２５条及び第２６条の規定の

例により、備付け及び保存をしなければならない。 

２ 条例第１７条第３項の規則で定める関係書類は、宿泊税の関係書類のうち、棚卸

表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその

他の書類とする。 

３ 条例第１７条第３項の規則で定める装置は、スキャナとする。 

４ 条例第１７条第３項後段に規定する規則で定める要件は、同項後段の関係書類に

係る電磁的記録について、当該関係書類の保存場所に、条例の規定により当該関係

書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとす

る。 

５ 条例第１８条第３項の規則で定める場合は、施行規則第２６条第３項に規定する

場合に相当する場合とする。 

（更正の請求） 

第１４条 地方税法(昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。)第２０条の９

の３第３項に規定する更正請求書は、宿泊税更正請求書（第１９号様式）とする。 

（補則） 



第１５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、恩納村宿泊税条例（令和７年恩納村条例第１９号）の施行の日から

施行する。ただし、第５条から第８条の規定は、公布の日から施行する。 

 

 

 


